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十
月
一
日
は
、「
法
の
日
」
で
す
。

　
「
法
の
日
」
は
、
皆
さ
ん
に
、
法
の
役
割

や
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
き
っ

か
け
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
日
で
す
。

　

名
古
屋
法
務
局
で
は
、「
法
の
日
」
に
ち

な
み
「
法
務
局
な
ん
で
も
相
談
所
」
を
開

催
し
ま
す
。

□
場　

所　

名
古
屋
市
中
区
栄
３
‐
３
‐

１　

丸
栄
本
館
八
階
特
設
会
場

□
日　

時　

十
月
一
日（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
〜
午
後
五
時

□
相
談
内
容　

登
記
、
相
続
、
戸
籍
・
国

籍
、
供
託
、
人
権

□
問
い
合
わ
せ
先

　

名
古
屋
法
務
局
庶
務
課

　

�
０
５
２（
９
５
２
）８
１
１
１

　

裁
判
所
で
は
平
成
二
十
一
年
五
月
ま
で

に
実
施
さ
れ
る
裁
判
員
制
度
の
広
報
用
映

画
「
評
議
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ

と
ビ
デ
オ
を
、
全
国
の
裁
判
所
の
総
務
課

で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
開
設
し
て
い
ま
す
。

・　

裁
判
員
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は　

http://w
w
w
.saibanin.courts.go.jp/

・　

各
地
の
裁
判
所
で
の
催
し
の
案
内
に

つ
い
て
は

http://w
w
w
.courts.go.jp/

を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

こ
の
機
会
に
、
法
や
裁
判
の
問
題
を
皆

さ
ん
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
て
く
だ
さ

い
。
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１０月の 

会　場内　　容日　　時
陸　上
競技場第２６回　障害者大運動会１０月１５日（日）～

□問い合わせ先　阿久比スポーツ村　�（４９）２５００

□人権・行政・心配ごと相談

　５日（木）・１９日（木）
　　　　　　　場所：中央公民館本館
　　　　　　　時間：午前９時半～午前１１時半
　２４日（火）　　場所：阿久比郵便局　２階
　　　　　　　時間：午前９時半～午前１１時半
　※電話での相談も受け付けます。

□無料法律相談（事前に予約が必要）

　１９日（木）　　場所：中央公民館本館
　　　　　　　時間：午後１時～午後４時
※問い合わせ先　住民福祉課�（４８）１１１１（内３０１）

～メッセージ～
家族以外にも、たくさん幸せパワーをわけてあげてね！
山下　敦志・智子夫婦の

　　　　 頼 くん　　（写真左）（平成１５年８月７日生）
らい

　　　　 莉  依 ちゃん（写真右）（平成１７年９月２５日生）
り い

今今月月のの納納税税ななどど
国民健康保険税、介護保険料 ２期分
下水道事業受益者負担金  ２期分
納期限は１０月２日（月）です。


